
別表第4(第28条) 
標識等の規格等 

 
種類 様式・形状・寸法 色 

移動タンク 

 

地 黒色 
文字 黄色(反射塗料その他反射性

を有する材料) 

少量危険物(動

植物油類を除

く。)の標識 

移動タンク以外 

 

地 白色 
文字 黒色 

危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項

の掲示板 

 

上部の地 白色 
上部の文字 黒色 
下部の地の色及び文字の色は、危険

物の規制に関する規則(昭和34年総

理府令第55号。以下「危険物規則」

という。)第18条第1項第5号に定める

基準に適合するものであること。 

少量危険物(動

植物油類を除

く。)の掲示板 

危険物の類、品名、最大数量の掲示板 

 

地 白色 
文字 黒色 



 防火に関し必要な事項の掲示板 

 

地の色及び文字の色は、危険物規則

第18条第1項第5号に定める基準に適

合するものであること。 

移動タンク 

 

地 黒色 
文字 黄色(反射塗料その他反射性

を有する材料) 

指定可燃物(動

植物油類の少

量危険物を含

む。)の標識 

移動タンク以外 

 

地 白色 
文字 黒色 

指定可燃物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項

の掲示板 

 

上部の地 白色 
上部の文字 黒色 
下部の地 赤色 
下部の文字 白色 

指定可燃物(動

植物油類の少

量危険物を含

む。)の掲示板 

指定可燃物の品名、最大数量の掲示板 

 

地 白色 
文字 黒色 



 防火に関し必要な事項の掲示板 

 

地 赤色 
文字 白色 

 
(備考) 
1 ※ 防火に関し必要な事項とは、危険物規則第18条第1項第4号に掲げる事項のいずれかに該当するも

のをいう。 
2 ※ 「火気厳禁」又は「火気注意」については、可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」の文字を、

綿花類等にあっては「火気注意」の文字を使用すること。 
3 材質は、難燃材料とすること。 
4 文字は、縦書きにすることができる。 


